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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
土
交
通
省
所
管
の
財
団
法
人
「
公
共
用
地
補
償
機
構
」
に
お
け
る
職
員
旅
行
費
用
の

返
還
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
三
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
五
月
十
三
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
四
三
号
）
一
及
び
六
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
道

路
関
係
業
務
の
執
行
の
あ
り
方
改
革
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
が
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日
に
取
り
ま
と
め
た
最

終
報
告
書
（
以
下
単
に
「
最
終
報
告
書
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
、
国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
同
月
十
八
日
付
け
で
財
団
法

人
公
共
用
地
補
償
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で
の
過
去
五
年
間

の
職
員
旅
行
に
係
る
費
用
の
う
ち
法
人
負
担
分
が
五
割
を
超
え
る
額
に
つ
い
て
、
役
員
及
び
管
理
職
が
法
人
に
自
主
的
に
返

還
す
る
よ
う
要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
と
し
て
、
機
構
か
ら
聴
取
し
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま

で
の
各
年
度
に
お
け
る
機
構
の
職
員
旅
行
に
つ
い
て
は
、
費
用
の
五
割
以
上
を
機
構
が
負
担
し
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

一



前
々
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
四
月
十
一
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
二
四
七
号
）
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
国
土
交

通
省
と
し
て
は
、
機
構
に
お
け
る
職
員
旅
行
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
福
利
厚
生
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
と
し
て
も
、
社
会
的

な
常
識
に
か
な
う
よ
う
な
自
己
負
担
は
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
機
構
に
対
し

て
伝
え
た
と
こ
ろ
、
機
構
の
役
員
及
び
管
理
職
も
こ
の
考
え
方
に
賛
同
し
、
直
近
五
年
間
に
お
け
る
職
員
旅
行
の
費
用
総
額

約
二
千
百
万
円
の
半
額
を
、
自
主
的
に
返
還
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

な
お
、
前
回
答
弁
書
一
及
び
六
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
返
還
さ
れ
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
国
へ
の
寄
附
等
を
実
施

し
真
に
公
益
的
な
目
的
に
活
用
す
る
こ
と
等
の
最
終
報
告
書
に
盛
り
込
ま
れ
た
取
組
の
実
施
を
要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

最
終
報
告
書
で
は
、
道
路
関
係
公
益
法
人
の
役
員
及
び
管
理
職
に
対
し
て
、
道
路
関
係
公
益
法
人
の
平
成
十
四
年
度
以
前

の
職
員
旅
行
の
費
用
に
つ
い
て
返
還
を
要
請
し
て
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
大
部
分
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
道
路
関
係
公

益
法
人
の
う
ち
機
構
を
含
む
二
十
三
法
人
が
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で
に
行
わ
れ
た
職
員
旅
行
に
係
る
費

二



用
の
五
割
以
上
を
負
担
し
た
こ
と
が
あ
る
と
把
握
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

最
終
報
告
書
�
の
�
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で
に
行
わ
れ
た
職
員
旅
行
に
係
る
費
用
の
う
ち

法
人
負
担
分
が
五
割
を
超
え
る
額
の
す
べ
て
に
つ
い
て
国
へ
の
寄
附
等
が
実
施
さ
れ
た
場
合
の
合
計
額
は
、
お
よ
そ
一
億
九

百
四
十
七
万
円
と
見
込
ま
れ
る
。

九
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
度
予
算
で
は
、
道
路
関
係
公
益
法
人
か
ら
国
へ
の
寄
附
に
よ
る
収
入
を
見
込
ん
で
お
ら
ず
、
ま
た
国
へ
寄
附

さ
れ
た
場
合
に
ど
の
項
目
で
収
納
す
る
か
は
決
定
し
て
い
な
い
が
、
平
成
二
十
年
度
に
国
へ
寄
附
さ
れ
た
場
合
は
、
平
成
二

十
年
度
の
収
入
と
な
り
、
原
則
と
し
て
、
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
国
の
各
般
の
需
要
を
充
た
す
た
め
に
活
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。

十
に
つ
い
て

例
え
ば
、
国
へ
の
寄
附
の
実
施
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

三



九
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
国
へ
寄
附
さ
れ
た
職
員
旅
行
に
係
る
費
用
は
平
成
二
十
年
度
の
収
入
と
な
り
、
原
則
と

し
て
、
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
国
の
各
般
の
需
要
を
充
た
す
た
め
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
寄
附
さ
れ
た
職
員

旅
行
費
用
の
使
途
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
通
常
の
予
算
の
執
行
の
監
視
と
同
様
、
会
計
検
査
院
に
よ
る
会
計

検
査
、
第
三
者
機
関
に
よ
る
契
約
監
視
等
に
よ
り
、
適
正
な
予
算
の
執
行
に
努
め
る
考
え
で
あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
強
制
力
を
発
揮
す
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
返
還
に
応
じ

な
い
組
織
」
に
対
し
て
は
、
最
終
報
告
書
を
踏
ま
え
た
対
応
に
つ
い
て
協
力
を
仰
い
で
い
く
考
え
で
あ
る
。

十
三
及
び
十
四
に
つ
い
て

宇
賀
克
也
氏
（
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
）
、
梅
田
晴
亮
氏
（
元
札
幌
高
等
裁
判
所
長
官
、
元
弁
護

士
）
、
小
澤
徹
夫
氏
（
弁
護
士
）
、
亀
井
淳
氏
（
株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
代
表
取
締
役
社
長
、
日
本
経
団
連
常
任
理

事
）
、
亀
岡
保
夫
氏
（
公
認
会
計
士
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
常
務
理
事
）
及
び
小
宮
山
賢
氏
（
公
認
会
計
士
、
日
本
公
認

会
計
士
協
会
副
会
長
）
か
ら
、
外
部
有
識
者
と
し
て
専
門
的
か
つ
客
観
的
な
意
見
や
指
摘
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
五
に
つ
い
て

四



本
部
会
合
は
、
平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日
、
同
年
三
月
七
日
及
び
同
年
四
月
十
七
日
の
計
三
回
開
催
さ
れ
て
お
り
、
同

年
四
月
十
七
日
の
本
部
会
合
に
小
澤
徹
夫
氏
、
亀
井
淳
氏
、
亀
岡
保
夫
氏
及
び
小
宮
山
賢
氏
が
出
席
し
て
い
る
。

十
六
及
び
十
七
に
つ
い
て

外
部
有
識
者
に
対
す
る
謝
金
は
、
平
成
十
九
年
度
は
（
項
）
国
土
交
通
本
省
（
目
）
諸
謝
金
に
、
平
成
二
十
年
度
は
（
項
）

国
土
交
通
本
省
共
通
費
（
目
）
諸
謝
金
に
計
上
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
累
計
額
は
十
六
万
九
千
二
百
八
十
八
円
と
な
っ

て
い
る
。
な
お
、
当
該
謝
金
は
、
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日
の
本
部
会
合
並
び
に
同
年
三
月
十
四
日
、
同
月
十
九
日
及
び
同

年
四
月
十
四
日
に
行
わ
れ
た
打
合
せ
に
つ
い
て
支
払
っ
た
も
の
で
あ
る
。

十
八
に
つ
い
て

外
部
有
識
者
の
高
度
な
専
門
性
に
か
ん
が
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
大
学
教
授
級
の
者
に
対
す
る
国
土
交
通
省
の
諸
謝
金
の

単
価
で
あ
る
一
時
間
当
た
り
八
千
九
百
十
円
を
支
払
う
こ
と
は
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五


